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浄化槽の設置を推進しています

浄化槽法定検査（１１条検査）の
受検にご協力を!

　近年、川・池・海などの汚染が深刻な問題となっています。これの大きな原因には、炊事・洗濯・風呂など、

家庭から出る生活排水があります。きれいな水環境を取り戻すには、地域に生活している人、一人ひとりの

問題に対する意識の高揚と協力が必要となります。

　三豊市では、①浄化槽設置整備事業、②浄化槽整備推進事業に取り組み、浄化槽の設置を推進しています。

家の新築・増改築等で、今年度中（平成１９年３月末まで）に設置を予定されている方は、平成１８年１１

月３０日（木）までに申し込みしていただきますようお願いします。なお、設置する地域により該当す

る事業（①と②）が異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。

　生活排水をきれいにし、環境保全に大きな

役割を果たしている浄化槽ですが、浄化槽を

維持していくためには、設置後、保守点検・

清掃・法定検査が必要です。

　法定検査とは、毎年１回、知事が指定した

指定検査機関〔（社）香川県浄化槽センター〕

が水質検査などを行い、浄化槽が適性に維持

管理され本来の浄化機能が十分に発揮されて

いるかを確認する重要な検査です。

　同センターから浄化槽を設置されているす

べての人に法定検査の受検案内が郵送されます。

　案内が届きましたら内容・趣旨をご理解い

ただき、申込書を返送して検査を受けてくだ

さい。

※1　個人で浄化槽を設置・維持管理し、市が設置費に対して補助する事業

※2　市が浄化槽を設置・維持管理し、設置負担金と使用料を納めていただく事業

①浄化槽設置整備事業

設 置 者

設置費用

設置費用に対し、下記金額を補助します。

５人槽

７人槽

１０人槽

４００,０００円

５００,０００円

６００,０００円

設置費用に対し、下記金額を負担してい

ただきます。

５人槽

７人槽

１０人槽

７８,３００円

１０８,６００円

１５２,４００円

②浄化槽整備推進事業

個　　人 三　豊　市

申し込み・問い合わせ　　水処理課　浄化槽係　☎７２－５６６７

▲

問い合わせ　水処理課

                 （社）香川県浄化槽センター　

▲

（※1） （※2）

☎０８７-８８１-６６００

☎７２-５６６７

（注）保守点検及び清掃が適正に実施されているか

　　　どうかの検査ですから業者による保守点検と

　　　は異なります。

（FAXでも申込み頂けます。）

※検査手数料は「現金」又は「お振込」の方法がございます。
　「お振込」の場合は、振込手数料のご負担等が生じますので、
　出来ましたら当日「現金」にてよろしくお願いします。

※検査時に保守点検、及び清掃の記録を各員させていただく
　ことがございます。

※今回、初回受検の方々にもご案内を申し上げております。


